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＜新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ＞
新型コロナウイルス感染防止のため、今後の状況により
株主総会の運営等に大きな変更が生じる場合には、当社
ウェブサイト（https://www.fit-group.jp/）に掲載い
たしますので、ご確認いただきますようお願い申しあげ
ます。
なお、当日のご来場は、感染防止のため可能な限りお控
えくださいますようご理解とご協力をお願い申しあげま
す。
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証券コード 1436
2023年７月11日

（電子提供措置の開始日 2023年７月５日）
株 主 各 位

徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地１

株 式 会 社 フ ィ ッ ト
代表取締役社長 鈴 江 崇 文

第15回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第15回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通

知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上の下記ウェブサイトに「第15回定時株主総会招集ご通知」として電子
提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.fit-group.jp/ir/ir_type/ir_library/shareholders/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載して

おります。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「フィット」、ま
たは「コード」に当社証券コード「1436」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR
情報」を順に選択し、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご
確認ください。）
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なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議
決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲
載の株主総会参考書類をご検討のうえ、４ページに記載の「議決権行使の
ご案内」に従いまして、2023年７月26日（水曜日）午後６時までに議決
権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記
１．日 時 2023年７月27日（木曜日）午前11時

（受付開始時間は午前10時30分とさせていただきます。）
２．場 所 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地１

株式会社フィット 徳島本店 会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第15期（2022年５月１日から2023年４月30日まで）事業報告及び連結

計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

２．第15期（2022年５月１日から2023年４月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 吸収分割契約承認の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。

※ 本株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について
●株主総会の議決権行使は、書面又はインターネット等による方法もございますので、そちらのご利用も
併せてご検討ください。（詳しくは招集ご通知５ページをご参照ください。）
●株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にもご留意いただ
き、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。
●ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、株主総会へのご出席を見合わせ
ることもご検討ください。
●ご来場の株主様で体調不良とお見受けした方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただき入場を制
限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
●今後の状況によりやむを得ず株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は当社ウェブサイトにてお知ら
せいたします。
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議決権行使のご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

１ 株主総会にご出席いただける場合

当日は、本招集ご通知をご持参ください。また、同封の議決権行使書をご持参
いただき会場受付にご提出ください。
なお、ご捺印は不要です。
開催日時 2023年７月27日（木曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）

開催場所 株式会社フィット 徳島本店 会議室
徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地1
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

２ 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書に各議案に対する賛否をご表示のうえ、以下の行使期限ま
でに到着するよう、ご投函ください。
なお、切手の貼付は不要です。
行使期限 2023年７月26日（水曜日）午後６時到着分まで有効
◎各議案について、賛否の表示がない議決権行使書を提出された場合は、賛成
の意思表示があったものとして取り扱います。

３ インターネットで議決権を行使される場合

パソコン、スマートフォンから以下の議決権行使サイトにアクセスし、同封の
議決権行使書に記載してあります「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご
入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
行使期限 2023年７月26日（水曜日）午後６時入力分まで有効

（議決権行使サイト：https://evote.tr.mufg.jp/）
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ヘルプデスク
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電　　話　0120-173-027（通話料無料）
受付時間　午前9時～午後9時

インターネットで議決権を行使される場合の手続き
インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご確認のうえ行使いただきます
よう、お願い申しあげます。

（1）議決権行使サイトについて
① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンから、議

決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、
画面にしたがって当該サイトをご利用ください。
なお、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを中止しております。

② インターネットのご利用環境、ご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行
使サイトがご利用いただけない場合があります。

③ 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）のご不明な点は、下記のヘルプデスク
にお問い合せください。

（2）インターネットによる議決権行使方法について
① 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書に記載された
「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内にしたがって賛
否をご入力ください。

② 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止
するため、ご利用の株主様には議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願い
しております。

（3）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
パソコン、スマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインター
ネット接続料、通信料などの費用につきましては、株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使のご案内
■議決権行使のお取り扱い
（1）書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等に

よるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（2）インターネット等によって複数回重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたも

のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の配当の件
当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本

としながら、今後の事業展開等を勘案いたしまして、第15期の期末配当を、以下のとおりとい
たしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は48,909,960円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年７月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案 吸収分割契約承認の件
１．吸収分割を行う理由

当社は、2009年４月に創業して以来、クリーンエネルギーとスマートホームの事業を通
し、「持続可能エネルギー社会の実現」のために、日本の新しい「エネルギー供給」と「く
らし」の仕組みづくりに挑戦してまいりました。
主力事業である「産業と社会の脱炭素」事業、「住まいの脱炭素」事業においては、順調

に成長を続けてきていますが、新型コロナ感染症終息後の経済回復や世界的な天候不順、ま
た、ロシアによるウクライナ侵攻などもあり、エネルギー需要のひっ迫によってエネルギー
価格は高騰しており、エネルギー需要は以前にも増して高まっております。
このような状況下において、「エネルギー不足」という大きな課題を解決し、「持続可能エ

ネルギー社会の実現」かつ当社の持続可能な企業価値の向上を図るためには持株会社体制へ
の移行が最適であると考え、持株会社体制に移行することを決断いたしました。

持株会社への移行の目的及び見込まれる効果

再生可能エネルギーの分野においては、クリーンエネルギー中心の経済社会・産業構造の
転換に向けた政府の支援姿勢は継続しており、今後も国内再生可能エネルギー市場はより一
層拡大していく見通しです。
このような事業環境のもと、当社グループはサステナブルな社会の実現を目指し、引き続

き個人・投資家が再生可能エネルギー創出に貢献できる商品・サービスの販売提供と、太陽
光発電所のO&M獲得に注力し、脱FITを見据えた次なるコア事業・新製品創出に一層のスピ
ード感をもって取り組んでまいります。
以下が、持株会社体制移行に伴い、弊社が行っていく取り組みとなります。

（１）グループ経営戦略機能の強化
持株会社体制に移行することにより、M&Aや新規事業創出に戦略的かつ機動的に対
応できる組織体制を構築し、グループ経営戦略機能の強化を図ります。

（２）グループ間事業シナジーの創出
グループ全体の人的資本の積極活用により、グループ間の求心力、一体感を高め、グ
ループ間事業シナジーを創出します。

（３）各事業会社の自立的経営と経営者人材の育成
各事業会社の権限と責任を明確にし、自律的な経営促進及び意思決定のスピードを早
めることによる効率的かつ機動的な事業運営を行うため、各事業会社での経営経験の
機会を積極的に創出し、世代における経営人材の育成を図ります。

（４）スピードを増す脱炭素化社会への対応力強化
世界的な環境問題への対応を各事業会社が製品、生産に関する技術やリソースを持ち
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寄り、展開を行い、サプライチェーン全体を視野に入れた二酸化炭素排出量の削減に
も積極的に取り組み、サステナブルな社会の実現に積極的に貢献してまいります。

持株会社体制への移行のため、効力発生日を2023年11月１日（予定）として、当社の完
全子会社である株式会社Plus one percent及び分割準備会社２社（株式会社フィットスマ
ートホーム分割準備会社及び株式会社フィットファシリティ分割準備会社）（以下、各会社
を個別に「承継会社」又は「各承継会社」といいます。）に対し、当社のクリーンエネルギ
ー事業、スマートホーム事業、ファシリティ事業及び間接部門に係る事業を承継させる吸収
分割（以下、「本吸収分割」といいます。）を行うため、2023年７月11日付で各承継会社と
の間で吸収分割契約（以下、総称して「本吸収分割契約」といいます。）を締結いたします。
本議案は、本吸収分割契約について、ご承認をお願いするものであります。

なお、効力発生日付で当社は「株式会社フィットホールディングス」に、株式会社Plus
one percentは「株式会社フィットクリーンエネルギー（仮称）」に、株式会社フィットス
マートホーム分割準備会社は「株式会社フィットスマートホーム（仮称）」に、株式会社フ
ィットファシリティ分割準備会社は「株式会社フィットファシリティ（仮称）」に、それぞ
れ商号を変更する予定であります。
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２．吸収分割契約の内容の概要
吸収分割契約書（写）

吸収分割契約書

株式会社フィット（以下「甲」という。）と株式会社Plus one percent（以下「乙」とい
う。）は、甲がクリーンエネルギー事業（以下「本事業」という。）に関して有する権利義務を乙
に承継させる吸収分割に関し、以下のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（吸収分割）
甲は、本契約の定めに従い、吸収分割（以下「本分割」という。）により、本事業に関して有
する本権利義務（第3条第1項において定義する。以下同じ。）を、効力発生日（第6条におい
て定義する。以下同じ。）に、乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。

第 2 条（商号及び住所）
本分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、それぞれ次のとおりであ
る。

(1) 吸収分割会社（甲）
商 号：株式会社フィット
住 所：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

(2) 吸収分割承継会社（乙）
商 号：株式会社Plus one percent
住 所：東京都杉並区浜田山三丁目３４番２号プラスワンビル

第 3 条（承継する権利義務）
1. 本分割により乙が甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（以下「本権利

義務」という。）は、別紙１のとおりとし、別紙１に記載のない権利義務は承継しない。
2. 甲及び乙は、本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備のために登記、登録、通知、

承諾その他の手続を必要とするものについては、効力発生日後、相互に協力して遅滞なく
その手続を行う。

3. 本分割による甲から乙に対する債務の承継については、併存的債務引受の方法による。

第 4 条（分割対価の交付）
乙は、本分割に際して、金銭等の対価の交付を行わない。
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第 5 条（乙の資本金及び準備金）
乙は、本分割により資本金及び準備金の額を増加しない。

第 6 条（効力発生日）
本分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2023年11月１日とする。
但し、本分割に係る手続の進行その他の事由により必要があるときは、甲及び乙は、合意の
上、効力発生日を変更することができる。

第 7 条（分割承認決議等）
甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ、株主総会における本契約の承認、債権者保
護手続その他関連法令により必要となる手続を行う。

第 8 条（本分割の効力発生の条件）
本分割は、次に掲げる事項が全て充足したことを条件として、効力発生日においてその効力を
生じる。

(1) 第7条に定める甲及び乙の株主総会における本契約の承認が得られたこと。
(2) 効力発生日の前日までに本分割の効力発生後に乙が本事業を実施するために関連法令

に基づき必要とされる関係官庁等の承認又は許認可等が得られていること。

第 9 条（善管注意義務）
甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって本事
業の遂行及び財産の管理をし、乙の事前の承諾がない限り、本事業に係る財産若しくは権利義
務又は本事業若しくは本分割に重大な影響を及ぼす行為を行わない。

第 10 条（競業避止義務を負わない旨の確認）
甲は、本分割にかかわらず、本事業及びこれに類似する事業に係る競業避止義務を負わない。

第 11 条（費用・公租公課）
本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備のために必要な登記、登録、通知、承諾その他
の手続に要する登記費用その他一切の各当事者において発生する費用は、甲及び乙が別段の合
意をする場合を除き、各自の負担とする。
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第 12 条（本契約の変更、解除及び終了）
1. 本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間に、天災地変その他の事由により、甲若し

くは乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本
契約に従った本分割の実行に重大な支障となりうる事象が発生し若しくは判明した場合に
は、甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本契約を変更し、又は解除することができる。

2. 本契約は、効力発生日（第6条但書の規定に基づき変更された場合には、変更後の効力発生
日をいう。）までに第8条各号に掲げる条件が充足しなかった場合には、その効力を失う。

第 13 条（協議事項）
本契約に定めるもののほか、本分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙で協
議の上、これを定める。

契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上各１通を保有する。

2023年７月11日

甲：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
株式会社フィット
代表取締役社長 鈴江 崇文

乙：東京都杉並区浜田山三丁目３４番２号プラスワンビル
株式会社Plus one percent
代表取締役社長 石川 大門
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（別紙１）
承継権利義務明細書

甲は、2023年４月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力
発生日の前日までの増減を加除した、以下に記載する資産、負債及びその他の権利義務（法
令上承継可能なものに限る。）を、効力発生日において乙に承継させ、乙はこれを承継する。

1. 承継する資産
本事業に関して有する以下の資産
（１）流動資産

現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、商品、製品等、本事業に関する流
動資産の一切。ただし、短期貸付金を除く。

（２）固定資産
有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産等、本事業に関する固定資産の一
切。ただし、甲の本店所在地（徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1）または社員
用福利厚生施設に係る土地及び建物、上場企業株式、非上場会社（本事業において管
理する子会社を除く。）の株式または出資持分、社債並びに長期貸付金を除く。

2. 承継する負債
本事業に関して有する以下の債務
（１）流動負債

買掛金、未払金、未払費用、預り金等、本事業に関する流動負債の一切。ただし、支
払手形、電子記録債務及び短期借入金を除く。

（２）固定負債
本事業に関する固定負債の一切。ただし、長期借入金を除く。

3. 承継する雇用契約等
効力発生日において本事業に主として従事する甲の全従業員との間の雇用契約に関する契
約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。ただし、本吸収分割により乙に
承継されないことについて個別に同意した従業員との間の雇用契約に関する契約上の地位
及びこれらに基づき発生した一切の権利義務を除く。

4. 承継する契約（雇用契約を除く。）
本事業に関して甲が締結した売買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借
契約、ライセンス契約等の知的財産権（ノウハウを含む）に関する契約その他本事業に関
する一切の契約（本事業以外の事業にも関連する契約については、本事業に関連する部分
に限る。）に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。ただし、甲
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の契約上の地位に関して、許認可等の再取得が必要な契約のうち、効力発生日までに当該
許認可等の再取得が完了できなかった契約、及び甲が引き続き保有する必要がある契約を
除く。

5. 知的財産権
主として本事業に関する一切の知的財産権。

6. 許認可等
本事業に関する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能なものの一切。
ただし、甲が引き続き保有する必要があるものを除く。

7. その他
承継対象権利義務のうち、法令その他の規制により承継が困難となるものは、承継対象権
利義務から除外する。

以上
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吸収分割契約書（写）

吸収分割契約書

株式会社フィット（以下「甲」という。）と株式会社フィットスマートホーム分割準備会社
（以下「乙」という。）は、甲がスマートホーム事業（以下「本事業」という。）に関して有する
権利義務を乙に承継させる吸収分割に関し、以下のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）
を締結する。
第 1 条（吸収分割）

甲は、本契約の定めに従い、吸収分割（以下「本分割」という。）により、本事業に関して有
する本権利義務（第3条第1項において定義する。以下同じ。）を、効力発生日（第6条におい
て定義する。以下同じ。）に、乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。

第 2 条（商号及び住所）
本分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、それぞれ次のとおりであ
る。

(1)吸収分割会社（甲）
商 号：株式会社フィット
住 所：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

(2)吸収分割承継会社（乙）
商 号：株式会社フィットスマートホーム分割準備会社
住 所：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

第 3 条（承継する権利義務）
1.本分割により乙が甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（以下「本権利義

務」という。）は、別紙１のとおりとし、別紙１に記載のない権利義務は承継しない。
2.甲及び乙は、本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備のために登記、登録、通知、承

諾その他の手続を必要とするものについては、効力発生日後、相互に協力して遅滞なくそ
の手続を行う。

3.本分割による甲から乙に対する債務の承継については、併存的債務引受の方法による。
第 4 条（分割対価の交付）

乙は、本分割に際して、金銭等の対価の交付を行わない。
第 5 条（乙の資本金及び準備金）

乙は、本分割により資本金及び準備金の額を増加しない。
第 6 条（効力発生日）

本分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2023年11月１日とする。
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但し、本分割に係る手続の進行その他の事由により必要があるときは、甲及び乙は、合意の
上、効力発生日を変更することができる。

第 7 条（分割承認決議等）
甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ、株主総会における本契約の承認、債権者保
護手続その他関連法令により必要となる手続を行う。

第 8 条（本分割の効力発生の条件）
本分割は、次に掲げる事項が全て充足したことを条件として、効力発生日においてその効力を
生じる。

(1)第7条に定める甲及び乙の株主総会における本契約の承認が得られたこと。
(2)効力発生日の前日までに本分割の効力発生後に乙が本事業を実施するために関連法令

に基づき必要とされる関係官庁等の承認又は許認可等が得られていること。
第 9 条（善管注意義務）

甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって本事
業の遂行及び財産の管理をし、乙の事前の承諾がない限り、本事業に係る財産若しくは権利義
務又は本事業若しくは本分割に重大な影響を及ぼす行為を行わない。

第 10 条（競業避止義務を負わない旨の確認）
甲は、本分割にかかわらず、本事業及びこれに類似する事業に係る競業避止義務を負わない。

第 11 条（費用・公租公課）
本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備のために必要な登記、登録、通知、承諾その他
の手続に要する登記費用その他一切の各当事者において発生する費用は、甲及び乙が別段の合
意をする場合を除き、各自の負担とする。

第 12 条（本契約の変更、解除及び終了）
1.本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間に、天災地変その他の事由により、甲若しく

は乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本契
約に従った本分割の実行に重大な支障となりうる事象が発生し若しくは判明した場合には、
甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本契約を変更し、又は解除することができる。

2.本契約は、効力発生日（第6条但書の規定に基づき変更された場合には、変更後の効力発生
日をいう。）までに第8条各号に掲げる条件が充足しなかった場合には、その効力を失う。

第 13 条（協議事項）
本契約に定めるもののほか、本分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙で協
議の上、これを定める。

契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上各１通を保有する。
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2023年７月11日

甲：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
株式会社フィット
代表取締役社長 鈴江 崇文

乙：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
株式会社フィットスマートホーム分割準備会社
代表取締役社長 竹村 敏之
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（別紙1）
承継権利義務明細書

甲は、2023年４月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生
日の前日までの増減を加除した、以下に記載する資産、負債及びその他の権利義務（法令上承継
可能なものに限る。）を、効力発生日において乙に承継させ、乙はこれを承継する。

1. 承継する資産
本事業に関して有する以下の資産
（１）流動資産

現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、商品、製品等、本事業に関する流
動資産の一切。ただし、短期貸付金を除く。

（２）固定資産
有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産等、本事業に関する固定資産の一
切。ただし、甲の本店所在地（徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1）または社員
用福利厚生施設に係る土地及び建物、上場企業株式、非上場会社（本事業において管
理する子会社を除く。）の株式または出資持分、社債並びに長期貸付金を除く。

2. 承継する負債
本事業に関して有する以下の債務
（１）流動負債

買掛金、未払金、未払費用、預り金等、本事業に関する流動負債の一切。ただし、支
払手形、電子記録債務及び短期借入金（スマートホーム事業の販売用土地の仕入に紐
付く短期借入金は承継）を除く。

（２）固定負債
本事業に関する固定負債の一切。ただし、長期借入金を除く。

3. 承継する雇用契約等
効力発生日において本事業に主として従事する甲の全従業員との間の雇用契約に関する契
約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。ただし、本吸収分割により乙に
承継されないことについて個別に同意した従業員との間の雇用契約に関する契約上の地位
及びこれらに基づき発生した一切の権利義務を除く。

4. 承継する契約（雇用契約を除く。）
本事業に関して甲が締結した売買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借
契約、ライセンス契約等の知的財産権（ノウハウを含む）に関する契約その他本事業に関
する一切の契約（本事業以外の事業にも関連する契約については、本事業に関連する部分

2023年06月30日 15時26分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 18 ―

に限る。）に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。ただし、甲
の契約上の地位に関して、許認可等の再取得が必要な契約のうち、効力発生日までに当該
許認可等の再取得が完了できなかった契約、及び甲が引き続き保有する必要がある契約を
除く。

5. 知的財産権
主として本事業に関する一切の知的財産権。

6. 許認可等
本事業に関する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能なものの一切。
ただし、甲が引き続き保有する必要があるものを除く。

7. その他
承継対象権利義務のうち、法令その他の規制により承継が困難となるものは、承継対象権
利義務から除外する。

以上
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吸収分割契約書（写）

吸収分割契約書

株式会社フィット（以下「甲」という。）と株式会社フィットファシリティ分割準備会社（以
下「乙」という。）は、甲がファシリティ事業（以下「本事業」という。）に関して有する権利義
務を乙に承継させる吸収分割に関し、以下のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締
結する。
第 1 条（吸収分割）

甲は、本契約の定めに従い、吸収分割（以下「本分割」という。）により、本事業に関して有
する本権利義務（第3条第1項において定義する。以下同じ。）を、効力発生日（第6条におい
て定義する。以下同じ。）に、乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。

第 2 条（商号及び住所）
本分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、それぞれ次のとおりであ
る。

(1)吸収分割会社（甲）
商 号：株式会社フィット
住 所：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

(2)吸収分割承継会社（乙）
商 号：株式会社フィットファシリティ分割準備会社
住 所：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

第 3 条（承継する権利義務）
1.本分割により乙が甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（以下「本権利義

務」という。）は、別紙1のとおりとし、別紙1に記載のない権利義務は承継しない。
2.甲及び乙は、本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備のために登記、登録、通知、承

諾その他の手続を必要とするものについては、効力発生日後、相互に協力して遅滞なくそ
の手続を行う。

3.本分割による甲から乙に対する債務の承継については、併存的債務引受の方法による。
第 4 条（分割対価の交付）

乙は、本分割に際して、金銭等の対価の交付を行わない。
第 5 条（乙の資本金及び準備金）

乙は、本分割により資本金及び準備金の額を増加しない。
第 6 条（効力発生日）

本分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2023年11月１日とする。
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但し、本分割に係る手続の進行その他の事由により必要があるときは、甲及び乙は、合意の
上、効力発生日を変更することができる。

第 7 条（分割承認決議等）
甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ、株主総会における本契約の承認、債権者保
護手続その他関連法令により必要となる手続を行う。

第 8 条（本分割の効力発生の条件）
本分割は、次に掲げる事項が全て充足したことを条件として、効力発生日においてその効力を
生じる。

(1)第7条に定める甲及び乙の株主総会における本契約の承認が得られたこと。
(2)効力発生日の前日までに本分割の効力発生後に乙が本事業を実施するために関連法令

に基づき必要とされる関係官庁等の承認又は許認可等が得られていること。
第 9 条（善管注意義務）

甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって本事
業の遂行及び財産の管理をし、乙の事前の承諾がない限り、本事業に係る財産若しくは権利義
務又は本事業若しくは本分割に重大な影響を及ぼす行為を行わない。

第 10 条（競業避止義務を負わない旨の確認）
甲は、本分割にかかわらず、本事業及びこれに類似する事業に係る競業避止義務を負わない。

第 11 条（費用・公租公課）
本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備のために必要な登記、登録、通知、承諾その他
の手続に要する登記費用その他一切の各当事者において発生する費用は、甲及び乙が別段の合
意をする場合を除き、各自の負担とする。

第 12 条（本契約の変更、解除及び終了）
1.本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間に、天災地変その他の事由により、甲若しく

は乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本契
約に従った本分割の実行に重大な支障となりうる事象が発生し若しくは判明した場合には、
甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本契約を変更し、又は解除することができる。

2.本契約は、効力発生日（第6条但書の規定に基づき変更された場合には、変更後の効力発生
日をいう。）までに第8条各号に掲げる条件が充足しなかった場合には、その効力を失う。

第 13 条（協議事項）
本契約に定めるもののほか、本分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙で協
議の上、これを定める。

契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上各１通を保有する。
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2023年７月11日

甲：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
株式会社フィット
代表取締役社長 鈴江 崇文

乙：徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
株式会社フィットファシリティ分割準備会社
代表取締役社長 石川 大門
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（別紙１）
承継権利義務明細書

甲は、2023年４月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生
日の前日までの増減を加除した、以下に記載する資産、負債及びその他の権利義務（法令上承継
可能なものに限る。）を、効力発生日において乙に承継させ、乙はこれを承継する。

1. 承継する資産
本事業に関して有する以下の資産
（１）流動資産

現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、商品、製品等、本事業に関する流
動資産の一切。ただし、短期貸付金を除く。

（２）固定資産
有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産等、本事業に関する固定資産の一
切。ただし、甲の本店所在地（徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1）または社員
用福利厚生施設に係る土地及び建物、上場企業株式、非上場会社（本事業において管
理する子会社を除く。）の株式または出資持分、社債並びに長期貸付金を除く。

2. 承継する負債
本事業に関して有する以下の債務
（１）流動負債

買掛金、未払金、未払費用、預り金等、本事業に関する流動負債の一切。ただし、支
払手形、電子記録債務及び短期借入金を除く。

（２）固定負債
本事業に関する固定負債の一切。ただし、長期借入金を除く。

3. 承継する雇用契約等
効力発生日において本事業に主として従事する甲の全従業員との間の雇用契約に関する契
約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。ただし、本吸収分割により乙に
承継されないことについて個別に同意した従業員との間の雇用契約に関する契約上の地位
及びこれらに基づき発生した一切の権利義務を除く。

4. 承継する契約（雇用契約を除く。）
本事業に関して甲が締結した売買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借
契約、ライセンス契約等の知的財産権（ノウハウを含む）に関する契約その他本事業に関
する一切の契約（本事業以外の事業にも関連する契約については、本事業に関連する部分
に限る。）に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。ただし、甲
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の契約上の地位に関して、許認可等の再取得が必要な契約のうち、効力発生日までに当該
許認可等の再取得が完了できなかった契約、及び甲が引き続き保有する必要がある契約を
除く。

5. 知的財産権
主として本事業に関する一切の知的財産権。

6. 許認可等
本事業に関する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能なものの一切。
ただし、甲が引き続き保有する必要があるものを除く。

7. その他
承継対象権利義務のうち、法令その他の規制により承継が困難となるものは、承継対象権
利義務から除外する。

以上
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３．会社法施行規則第183条各号に掲げる事項の内容の概要
（１）分割対価の相当性に関する事項

各承継会社は、本吸収分割に際して、吸収分割会社に対して本件承継権利義務の対価
として株式、金銭その他の財産の交付を行いません。各承継会社は、吸収分割会社の完
全子会社であるため、当該取扱いは相当と判断しております。

（２）分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
該当事項はありません。

（３）各承継会社の貸借対照表の内容
承継会社２社（株式会社フィットスマートホーム分割準備会社、株式会社フィットフ

ァシリティ分割準備会社）は、2023年７月11日に成立する会社であるため、貸借対照
表はありません。

① 株式会社Plus one percent
（2022年４月30日現在）

（単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

（流動資産）
流動資産
固定資産
有形固定資産
投資その他の資産

572

187
9

（負債の部）
流動負債
固定負債
（純資産の部）
株主資本
資本金
利益剰余金

299
235

20
214

資産合計 769 負債・純資産合計 769

② 株式会社フィットスマートホーム分割準備会社
設立前のため、貸借対照表はありません。

③ 株式会社フィットファシリティ分割準備会社
設立前のため、貸借対照表はありません。
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（４）各承継会社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社
財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
いずれも該当事項はありません。

（５）当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の
会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
該当事項はありません。
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第３号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

当社は、第２号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり、持株会社体制に移行する
予定であります。これに伴い、当社の商号を「株式会社フィットホールディングス」に変更
し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更を行うため、現行定款の第１条（商号）
及び第２条（目的）を変更するものであります。また、第２号議案が原案どおり承認可決さ
れること及び同議案の吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を条件として、当該吸収分
割の効力発生日にこれらの変更の効力が生ずる旨の附則を設けるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則

（商号）
第１条 当会社は、株式会社フィットと称し、英文で

はFit Corporationと表示する。

（商号）
第１条 当会社は、株式会社フィットホールディング

ス と 称 し、 英 文 で は Fit Holdings
Corporation と表示する。

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の

事業を営む会社およびこれに相当する事業を営
む外国会社の株式または持分を所有することに
より、当該会社の事業活動を支配･管理するこ
とを目的とする。

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の

事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む
外国会社の株式または持分を所有することによ
り、当該会社の事業活動を支配･管理すること
を目的とする。

（新設） 1．太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の
再生可能エネルギー資源を利用した発電所の
開発、発電、及び売電

（新設） 2．太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の
再生可能エネルギー資源を利用した発電所の
施設運営業務並びにそれらの支援・コンサル
ティング業務

1．土木、建築の設計、施工、監理およびその請負 ＜削除＞
2．～ 3．（条文省略） 3．～ 4．（現行どおり）

（新設） 5．土木、建築の設計、施工、監理及びその請負
4．～ 9．（条文省略） 6．～ 11．（現行どおり）
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（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

10．再生可能エネルギー発電事業 ＜削除＞
11．～ 12．（条文省略） 12．～ 13．（現行どおり）

（新設） 14．種子、苗木、球根の生産及び販売に関する
事業

（新設） 15．花卉、青果物の生産及び販売に関する事業
（新設） 16．農業資材販売及び委託販売コンサルティン

グ
（新設） 17．農業コンサルティング

13．～ 21．（条文省略） 18．～26．（現行どおり）
（新設） 27．経営コンサルタント業務
（新設） 28．企業の組織再編に関する斡旋･仲介及びコン

サルタント事業
（新設） 29．ホテル、レストラン、ヴィラの建設・販売

及びその経営
（新設） 30．経理、財務、人事、法務、税務、労務、コ

ンプライアンス、内部統制IT業務及び人材
育成のための教育研修業務に関するシェア
ードサービスを子会社及び関連会社に提供
する業務

（新設） 31．電気、ガス、バイオマス燃料、温暖化ガス
排出権等の売買取引及び媒介

（新設） 32．電力販売システム、低圧課金システム及び
電力監視システムの設計及び設置

22．（条文省略） 33．（現行どおり）

附則 附則

（新設） （吸収分割に関する経過措置）
第２条 本定款第１条及び第２条の変更は、第15期定

時株主総会に付議される吸収分割契約承認の件
が原案どおり承認可決されること及び上記吸収
分割契約に基づく吸収分割の効力が発生するこ
とを条件として、2023年11月1日に効力を生
ずるものとする。なお、本条は上記の定款変更
の効力発生後、これを削除する。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（２名）は、本

総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について、適任であると

判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１ 鈴
すず

江
え

崇
たか

文
ふみ

（1973年12月８日）

1997年４月 三井ホーム㈱入社
2001年10月 ゴーイングホーム㈱（現㈱LIXIL住宅研究所）

入社
2002年８月 ㈱スズケン工業（現㈱スズケン&コミュニケ

ーション）取締役就任
2003年10月 同社 取締役営業推進部長就任
2008年10月 同社 代表取締役就任
2009年４月 当社設立 代表取締役社長就任（現任）
2020年１月 ソーシャルファイナンス㈱代表取締役就任
2020年４月 同社 取締役就任（現任）
2021年11月 ㈱Plus one percent代表取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱Plus one percent代表取締役
ソーシャルファイナンス㈱取締役

300,000株
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

２ 山
やま

中
なか

哲
てつ

男
お

（1982年７月17日）

2001年４月 ㈱赤堀製作所入社
2003年10月 炭火ゆるり開業
2008年５月 ㈱インプレス(現㈱トイトマ)代表取締役就任

（現任）
2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役就任

（現任）
2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役就任
2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサー

チセンター理事就任（現任）
2020年４月 ㈱ダイブ社外取締役就任（現任）
2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役就任（現

任）
2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役就任（現任）
2021年10月 ㈱バルニバービ社外取締役就任（現任）
2022年 7 月 当社 社外取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱トイトマ代表取締役
ヒューマンライフコード㈱社外取締役
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事
㈱ダイブ社外取締役
トモリアホールディングス㈱取締役
㈱ミナデイン社外取締役
㈱バルニバービ社外取締役

―株

（注）１．取締役候補者鈴江崇文氏は当社の大株主であり親会社等に該当します。
２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．山中哲男氏は社外取締役候補者であります。
４．山中哲男氏は、企業経営や地方創生における豊富な経験に加え、事業法人の経営者及び社外取締役並

びに各省庁のアドバイザーとして培った経験と幅広い見識を有しております。この実績を踏まえ、今
後は当社の社外取締役として、その経験を経営に活かすことができるものと判断しております。

５．社外取締役の山中哲男氏は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
６．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担するこ

とになる被保険者の業務行為に起因する被保険者へ損害賠償請求により被保険者が被る損害を塡補す
ることとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。

７．山中哲男氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年であります。

以 上
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事 業 報 告
（2022

2023
年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限の

緩和が進み、社会経済活動の両立に向けた動きが浸透することによる景気回復の動きがみ
られました。
一方で、ウクライナ情勢の長期化に伴うエネルギー価格や原材料価格の高騰が重なった

ことにより、急激な物価上昇をまねく結果となりました。
そのような状況の中、日本国内の再生可能エネルギー市場では、日本国内における再生

可能エネルギー導入に向けた動きも加速しています。経済産業省は2020年12月に
「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を公表し、再生可能エネルギー
電源の比率を50～60％に高めることを参考値として示しました。その上で、2021年10
月に閣議決定された第６次エネルギー基本計画においては、2030年度の総発電電力量に
占める再生可能エネルギー比率を36～38％程度まで高める目標に設定しました。また、
内閣官房ＧＸ実行会議が2022年12月22日に策定した「ＧＸ実現に向けた基本方針
（案）」においては、再生可能エネルギーの主力電源化や、ＧＸ投資先行インセンティブに
向けた炭素排出に値付けをするカーボンプライシングの本格導入に向けた検討を進める方
針が示されています。
当社グループにおきましては、太陽光発電施設及び太陽光発電システム標準搭載の住宅

を中心に、環境問題に取り組む企業や個人のお客様のニーズにお応えし、太陽光発電によ
る再生可能エネルギーの創出に取り組んでまいりました。
また、クリーンエネルギー商品、情報・サービス等を提供する「脱炭素デキルくん」で

は、事業のＤＸ化、コンテンツ及び登録会員数を増やす取り組みを進め、今後の収益基盤
の安定化に向け注力しております。

なお、当社グループの報告セグメントは、従来「クリーンエネルギー事業」「スマート
ホーム事業」「ストック事業」の３つを報告しておりましたが、2022年７月28日に「報
告セグメントの変更に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、経営管理上の意思決
定や業績区分を見直した結果、当連結会計年度より単一セグメントに変更しております。
これにより、セグメントごとの経営成績については記載を省略しております。
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以上の結果、当連結会計年度における売上高は8,853,977千円（前年同期比23.2％
増）、営業利益530,752千円（前年同期比10.9％増）、経常利益515,286千円（前年同期
比5.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益323,610千円（前年同期比14.6％増）と
なりました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は34,979千円であり、そ

の主なものは、車両運搬具10,523千円であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、長期借入れにより240,000千円を資金調達した一方

で、長期借入金の返済が689,431千円ありました。
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（2）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 12 期
（2020年４月期）

第 13 期
（2021年４月期）

第 14 期
（2022年４月期）

第 15 期
（当連結会計年度）
（2023年４月期）

売 上 高（千円） ― 5,990,829 7,186,591 8,853,977

経 常 利 益（千円） ― 276,241 486,427 515,286

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 （千円） ― 159,307 282,421 323,610

１株当たり当期純利益（円） ― 37.90 68.04 79.40

総 資 産（千円） ― 8,224,521 10,715,733 10,302,784

純 資 産（千円） ― 4,356,761 4,472,196 4,751,494

１株当たり純資産額（円） ― 1,038.80 1,096.45 1,165.72
（注）1．第13期より連結計算書類を作成しておりますので、第12期の状況は記載しておりません。

2．第14期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用してお
り、第14期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載してお
ります。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第 12 期
（2020年４月期）

第 13 期
（2021年４月期）

第 14 期
（2022年４月期）

第 15 期
（当 事 業 年 度）
（2023年４月期）

売 上 高（千円） 4,735,252 5,959,698 6,878,067 7,589,277

経 常 利 益（千円） 142,338 277,528 463,028 316,105

当 期 純 利 益（千円） 79,098 151,214 286,070 219,928

１株当たり当期純利益（円） 18.47 35.97 68.92 53.96

総 資 産（千円） 7,586,273 7,861,098 9,869,875 9,584,366

純 資 産（千円） 4,289,687 4,346,223 4,481,181 4,661,064

１株当たり純資産額（円） 1,006.73 1,037.43 1,099.70 1,143.54
（注）第14期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、

第14期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
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（３）対処すべき課題
当社グループは、コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンス体制の強化、意識の

向上、内部管理体制の強化を継続的に実施して、以下の成長のための事業基盤の確立に取り
組んでまいります。

① コーポレートガバナンスの強化
監査等委員会設置会社として、取締役会における議決権を持つ監査等委員による監査・監

督機能の強化、社外取締役が、取締役会において、社外の独立した立場から株主その他のス
テークホルダーの方々の視点を踏まえた意見をより活発に提起し、意思決定における「透明
性と客観性の向上」を図っております。

② コンプライアンス体制の強化、意識の向上
コンプライアンス体制の強化を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけ、コンプライ

アンス委員会や社内外の内部通報窓口を設置するなどコンプライアンス体制を全社的に構築
するとともに、「コンプライアンスに関する方針」等を規範として、役職員にコンプライア
ンスの重要性に対する意識を浸透させ、継続的に意識の向上、その実践に取り組んでおりま
す。

③ 内部管理体制の強化
当社は、2023年４月末現在、取締役５名、使用人136名と規模が比較的小さく、内部管

理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も事業規模の拡大を図っていくこと
を見据え、内部監査室に専任スタッフを配置し、個人情報管理体制の強化、コンプライアン
ス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っており
ます。

④ DX化のより一層の推進
DX推進により、施工のノウハウ管理や省人化運営の業務フロー確立を行い、規格型ロー

コストモデルの磨き上げを行っております。また、再生可能エネルギー関連の情報・サービ
スや商製品を提供する「脱炭素デキルくん」HPサイトの開設により、このサイトを導線と
して個人・投資家・事業者を一気通貫でサポートする体制を構築しております。今後も引き
続き、脱炭素サプライチェーンにおける全ての工程のDX化を推進し、会員データベースを
活用したクリーンテック企業としてDX経営を重点的に取り組んでまいります。

⑤ 専門性の高い人材の確保及び育成
国内の新たな市場で更なる事業の拡大を図りつつ、変化し続ける事業環境に柔軟に対応

し、当社グループが持続的成長をしていくためには、多様な人材の確保と育成が重要である
と考えております。
当社グループでは、専門性の高い優秀な人材に対し魅力ある会社づくりを行うために組織
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編成や人事制度の見直しとともに、公正な評価基準設定とフォローアップ、教育研修の充実
等の取り組みを引き続き行ってまいります。また、人財開発室を新たに設置し、体系的教
育、訓練制度の構築と評価制度の再構築を専門的に行い、責任と権限を明確にした役職者の
育成に取り組んでおります。

⑥ 発電業者を取り巻く法令及び規制等への対応
事業に関する法令の制定や改正が行われた場合に、新たな法令等に迅速かつ適切に対応す

ることは、当社グループの競争力の維持に不可欠であります。
当社グループにおいては、関連法規等の改正の状況を関連省庁HP等にて常にチェックを

行い、早期の情報収集を図ってまいります。
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（4）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

合同会社フィットクリーン発電１号 1,000千円 100.0％ 再生可能エネルギー施設の運営

合同会社フィットクリーン発電２号 1,000千円 100.0％ 再生可能エネルギー施設の運営

合同会社フィットクリーン発電５号 1,000千円 100.0％ 再生可能エネルギー施設の運営

株 式 会 社 F a n t a 10,000千円 51.0％ 不動産投資事業

株 式 会 社 Plus one percent 20,000千円 100.0％ 太陽光発電施設の開発・販売
（注）2022年８月に株式会社FJキャピタルは、株式会社 Fantaに商号変更いたしました。

③ 持分法適用会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の

出資比率 主要な事業内容

ソーシャルファイナンス株式会社 50,000千円 26.7％ 再生可能エネルギーファンド事業

（5）主要な事業内容（2023年４月30日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

産業と社会の脱炭素事業 主に個人向けの投資商品として、太陽光発電施設の販売を行っております。

住まいの脱炭素事業 一般消費者や投資家向けに、低価格ソーラー発電付き戸建住宅の販売を行ってお
ります。

アセット管理事業 保有する太陽光発電施設からの売電収入及び販売した太陽光発電施設や賃貸不動
産の管理受託を中心としたフィービジネスを行っております。
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（6）主要な事業所等（2023年４月30日現在）
本 社 東京都渋谷区渋谷二丁目11番５号CROSS OFFICE 渋谷Medio8E

徳 島 本 店 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地１

（7）使用人の状況（2023年４月30日現在）
事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

産 業 と 社 会 の 脱 炭 素 事 業 25名 ５名増

住 ま い の 脱 炭 素 事 業 65名 10名増

ア セ ッ ト 管 理 事 業 12名 ３名増

全 社 （ 共 通 ） 34名 ８名増

合 計 136名 26名増
（注）１．使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）でありま

す。
２．使用人数は、臨時雇用者（パート及び嘱託社員、人材会社からの派遣社員の期中平均雇用人員28名）

は含んでおりません。
３．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属している

ものであります。

（8）主要な借入先の状況（2023年４月30日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 阿 波 銀 行 722,288千円

株 式 会 社 伊 予 銀 行 637,072千円

株 式 会 社 香 川 銀 行 420,450千円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況（2023年４月30日現在）
（1）発行可能株式総数 12,800,000株
（2）発行済株式の総数 4,284,200株（自己株式208,370株を含む。）
（3）株主数 2,706名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ フ ピ ー ラ イ フ 2,510千株 61.58％

鈴 江 崇 文 300千株 7.36％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 216千株 5.32％

尾 崎 昌 宏 162千株 3.97％

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 26千株 0.64％

西 村 茉 旺 24千株 0.58％

フ ィ ッ ト 従 業 員 持 株 会 22千株 0.55％

佐 久 間 淳 一 21千株 0.53％

ａ ｕ カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社 13千株 0.32％

植 田 博 之 12千株 0.29％
（注）１．当社の自己株式は、上表から除外しております。

２．持株比率は当社の自己株式を控除して計算しております。
３．当社代表取締役鈴江崇文は2023年４月25日に貸株として、株式会社SBI証券に貸出したことに

より、当事業年度末日における保有株式数は300千株となっております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．新株予約権等の状況
当連結会計年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況
第 ５ 回 新 株 予 約 権 第 ６ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2021年11月24日 2022年12月12日

新 株 予 約 権 の 数 850個 1,233個
新 株 予 約 権 の
目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 85,000株
(新株予約権１個につき100株)

普通株式 123,300株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の
払 込 金 額

新株予約権１個当たり
100円

新株予約権１個当たり
100円

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
113,000円

(１株当たり 1,130円)

新株予約権１個当たり
69,000円

(１株当たり 690円)

権 利 行 使 期 間 自 2021年12月13日
至 2031年12月13日

自 2022年12月28日
至 2032年12月28日

行 使 の 条 件 (注) (注)

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員及び
社外取締役を除く）

新株予約権の数 300個
目的となる株式数 30,000株
保有者数 １名

新株予約権の数 883個
目的となる株式数 88,300株
保有者数 1名

社 外 取 締 役
（監査等委員を除く） ―

新株予約権の数 100個
目的となる株式数 10,000株
保有者数 1名

（注）新株予約権の行使の条件については、次のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引終値の１ヶ月間（当日を含む21取引日）の平均値が一度でも行使価額に50％を乗じた価格を
下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに
行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ

とが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事

情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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４．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2023年４月30日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 鈴 江 崇 文 ㈱Plus one percent 代表取締役
ソーシャルファイナンス㈱取締役

取 締 役 山 中 哲 男

㈱トイトマ 代表取締役
ヒューマンライフコード㈱ 社外取締役
㈱クラフィット 代表取締役
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセ
ンター 理事
㈱ダイブ 社外取締役
トモリアホールディングス㈱ 取締役
㈱ミナデイン 社外取締役
㈱バルニバービ 社外取締役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 三 谷 恭 也

㈱日本APセンター 代表取締役副社長
㈱Tier・Index取締役
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン㈱
社外取締役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 山 田 善 則 ㈱日本M&Aセンターホールディングス

社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（監 査 等 委 員） 飯 田 花 織

表参道パートナーズ法律事務所 代表パートナー
Hmcomm㈱ 社外監査役
㈱メイキップ 社外監査役
㈱Warranty technology 社外監査役

（注）１．取締役 山中哲男氏は、「社外取締役」、三谷恭也氏、山田善則氏、飯田花織氏は、「監査等委員である
社外取締役」であります。

２．取締役（監査等委員）飯田花織氏の戸籍上の氏名は、坂野花織であります。
３．当社は、取締役 山中哲男氏及び取締役（監査等委員）三谷恭也氏、山田善則氏、飯田花織氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．当社は監査等委員会の職務を補助する使用人を配置しているため、常勤の監査等委員を選定しており

ません。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額

としております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及びすべての子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員を被保険

者とした役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

・被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償金や争訟費用等を補填の対象としてお
ります。
・被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者に
よる犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としております。
・当該契約の保険料は、全額会社が負担しております。

（4）取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年７月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。その内容は、次のとおりで
す。

＜取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針＞

１．取締役の報酬に関する基本的な考え方
(1) 取締役の報酬は、企業価値向上のために、優秀な人材を当社の取締役として確保
し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任
を明確にすることを基本とする。報酬の水準は、上場会社としての企業規模や中長期
的に目指すべき市場の水準を参考とし、業績との連動性等を総合的に勘案して決定す
る。

(2) 業務執行を担当する取締役（以下、業務執行取締役という。）の報酬は、短期的な
業績だけでなく中長期的な企業価値向上への貢献を促す役員報酬の制度の構築を目指
す。

(3) 業務執行を担当しない取締役（以下、社外取締役という。）及び監査等委員である
取締役（以下、監査等委員という。）の報酬は、業績に左右されずに、経営陣の職務
内容を監査・監督する立場を考慮して、固定報酬のみで構成し、業績連動性報酬及び
株式報酬は支給しない。（固定報酬から拠出しての役員持株会の加入積み立ては除
く。）

２．報酬の内訳及び報酬決定の手続き
(1) 業務執行取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び株式報酬（ストック・オプションを
含む。）、社外取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、各業務執行取締役・社
外取締役の基本報酬額（固定報酬、賞与）は、株主総会で承認された年額の報酬枠の
範囲内で、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得て、業
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務執行取締役・社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を取締役会で決定する。
(2) 基本報酬額（固定報酬、賞与）は、当社の中期的に目指す市場の水準を参考とした
役職別に上限を設定した報酬テーブルに基づき、毎年業績、貢献度、役割に応じて決
定し、支給する。

(3) 株式報酬及びストック・オプションについては、中長期業績連動報酬として位置づ
け、当社の取締役の報酬と株式価値とを連動させることにより、株価変動によるメリ
ットやリスクを株主と共有し、業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高め
ること等を目的として支給する。

(4) 監査等委員の報酬は、監査という機能の性格から業績への連動性を排除し、固定報
酬のみで構成しており、各監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された年額の報酬
枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定する。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年８月30日開催の第８回定時株主総会において年額

200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない、対象となる取締役は３名）と決
議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年８月30日開催の第８回定時株主総会

において年額100,000千円以内（対象となる監査等委員である取締役は４名）と決議し
ております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴江崇文が委員の過半

数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで、取締役の個人別の報酬
額の具体的内容を決定しております。
決定の権限を委任した理由としては、代表者として当社の事業環境、経営状況等を熟知

し、また各取締役の職務執行状況を十分に把握していることから、権限を行使する者とし
て最も相応しいと判断したためであります。決定された報酬額は株主総会で決議された報
酬限度額の範囲内であり、また委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の
答申を得たうえで取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内
容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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④ 当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 役員賞与 非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

54,000
(3,000)

45,000
(3,000)

9,000
(―)

―
(―)

４
(２)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

15,150
(13,200)

15,150
(13,200)

―
(―)

―
(―)

４
(３)

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．期中に取締役（監査等委員を除く）から取締役（監査等委員）になった１名については、取締役（監

査等委員を除く）在任期間分は取締役（監査等委員を除く）として、取締役（監査等委員）在任期間
分は取締役（監査等委員）として記載しております。

３．上記には、2022年７月28日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委
員を除く）１名、取締役（監査等委員）１名への支払いを含んでおります。

（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役山中哲男氏は、㈱トイトマ代表取締役、ヒューマンライフコード㈱社外取締役、
㈱クラフィット代表取締役、一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理
事、㈱ダイブ社外取締役、トモリアホールディングス㈱取締役、㈱ミナデイン社外取締
役、㈱バルニバービ社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はあ
りません。

・取締役（監査等委員）三谷恭也氏は、㈱日本APセンター代表取締役副社長、㈱Tier・
Index取締役及びユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン㈱社外取締役であります。
当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）山田善則氏は、㈱日本M&Aホールディングス社外取締役（監査
等委員）であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）飯田花織氏は表参道パートナーズ法律事務所 代表パートナー、
Hmcomm㈱社外監査役、㈱メイキップ 社外監査役、㈱Warranty technology 社外
監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係
該当事項はありません。
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③ 当連結会計年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 等

取締役
山 中 哲 男

2022年７月28日開催の第14回定時株主総会にて選任後に開催された取
締役会13回のうち12回に出席いたしました。出席した取締役会において、
会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保する発言を行い、経営陣の監督において重要な
役割を果たしております。

取締役 (監査等委員）
三 谷 恭 也

当連結会計年度に開催された取締役会18回のうちすべてに、監査等委員
会12回のうちすべてに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等
委員会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、
経営全般の観点から適宜発言を行っております。

取締役 (監査等委員）
山 田 善 則

当連結会計年度に開催された取締役会18回のうち17回に、監査等委員会
12回のうちすべてに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委
員会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経
営全般の観点から適宜発言を行っております。

取締役 (監査等委員）
飯 田 花 織

当連結会計年度に開催された取締役会18回のうちすべてに、2022年７月
28日開催の第14回定時株主総会にて監査等委員である取締役選任後に開
催された監査等委員会９回のうちすべてに出席いたしました。出席した取
締役会及び監査等委員会において、弁護士としての豊富な経験と幅広い見
識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議が３回ありました。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 監査法人アリア

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,500千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 22,500千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づ
き当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。この
場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は下記のとおり2016年８月30日開催の取締役会にて内部統制システムの構築の基本方

針を決定し決議し、2020年９月14日「内部統制に関する基本方針」の一部改定を決議してお
ります。このもとで取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定
款に適合することを確保するための体制作りに努めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）コンプライアンス規程を制定・運用するとともに、取締役会、経営会議、ガバナンス委

員会によりコンプライアンス体制の維持・向上を図る。
（2）内部監査を実施し、職務執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
（3）コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向

上を図る。
（4）法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止及び早期発見、是正を図るため内部通

報規程に基づき、内部通報窓口を設置する。なお、通報者には、当該通報をしたことを
理由とする不利益な取り扱いは行わない。

（5）反社会的勢力との関係を一切遮断する。これを達成するため、反社会的勢力への対応を
所管する部署を経営管理本部と定め、その対応に係る反社会的勢力対策に関する規程等
の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制
を整える。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）職務の執行に係る文書その他の情報は、法令及び文書管理規程、その他の社内規程に基

づき保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
（2）取締役及び監査等委員である取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）損失の危険（以下、「リスク」という。）の予防及び発生したリスクへの対処につきリス

ク管理規程及びその他社内規程を制定・運用するとともに従業員等への教育を行う。
（2）ガバナンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対応する管理体制を構築す

る。
（3）危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に

対して適切かつ迅速に対処するものとする。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）取締役会規程、監査等委員会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務

及び権限、責任の明確化を図る。
（2）稟議規程に基づき業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
（3）取締役会を原則月１回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状

況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
（4）経営会議を原則月２回以上開催し、当社の経営に関する重要事項及び様々な課題を早期

に発見・共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化
を図る。

５．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）関係会社担当部署を設置し、関係会社管理規程に基づき関係会社管理を行う。
（2）取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営管理統括部はその進捗状況を毎月

取締役会に報告する。
（3）内部監査担当部門は当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告

する。
（4）当社で定めるコンプライアンス規程を当社グループにも周知徹底させ、当社グループ全

体のコンプライアンス体制の構築を目指す。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の求めに応じて、取締役会は速やかに、その職務の執行を補助する人員を

配置する。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締
役を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

（1）監査等委員会の職務を補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は
受けないものとする。

（2）当該人員の人事異動、評価等については、監査等委員会の意見を尊重する。
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８．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするため
の体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（1）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがある
とき、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や
問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは
口頭にて監査等委員会に報告する。

（2）監査等委員はいつでも、経営会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧するこ
とができるとともに、取締役及び使用人に報告を求めることができる。

９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員の監査が実効
的に行われることを確保するための体制

（1）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務
の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行
う。

（2）監査等委員会からの求めがある場合、監査等委員である取締役の職務の執行について生
ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。

10．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）監査等委員は法令に従い、公正かつ透明性を担保する。
（2）監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
（3）監査等委員は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を深め、

実効的監査が行えるようにする。
（4）監査等委員会から内部統制システム及び監査体制に係る意見があった場合、取締役会は

その改善について審議し、その結果を監査等委員会に報告する。
（5）監査等委員会をサポートする体制として、監査等委員会事務局を設置する。
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11．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役会

当社の取締役会は、業務執行を行う取締役１名及び業務執行者でない取締役１名、監査
等委員である取締役３名の合計５名で構成されており、原則として月１回定例で取締役会
を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催している。また、監査等委員である取
締役により、取締役の業務執行の監視・監督を行っている。

② 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、３名は社外より招聘

しており、原則として月１回定例で監査等委員会を開催し、ガバナンスのあり方とその運
営状況を監視し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を含む日常的
活動の監査を行っている。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行
の把握に随時努めており、適宜質問を行うことにより、取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の職務の執行を監査している。監査等委員は、主に出身分野である金融機関を
通じて培った知識、見地から経営監視を実施することとしており、さらに、取締役（監査
等委員である取締役を除く。）・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上
の権利行使の他、重要な会議体への出席や店舗への往査など実効性のあるモニタリングに
取り組んでいる。
なお、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるよう

連携に努めている。
③ 経営会議

経営会議は、常勤取締役及び事業・管理部門責任者で構成されており、月２回以上開催
し、法令及び定款において取締役会の専決事項とされていることや取締役会規程で決議事
項と定められている事項を除き、当社の経営に関する重要事項及び様々な課題を早期に発
見・共有し、適切に意思決定及び決議を行う会議体となっている。

④ ガバナンス委員会
当社のガバナンス委員会は取締役及び事業・管理部門責任者により構成されており、取

締役会の諮問機関として、経営の透明性・公正性を確保することを目的として設置してい
る。
また、以下の各号について審議、監督又は提言し、取締役会に対して意見を申述する。
（a）取締役の選任及び解任に関する審議
（b）経営会議等の重要な会議体の監視監督
（c）経営陣のガバナンス機能向上に向けた提言
（d）内部監査室の監視監督
（e）その他取締役会における意思決定の公正性を担保するために必要であるとして取

締役会が諮問する事項に関する審議
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⑤ 内部監査
当社の代表取締役直轄で設置している内部監査室（人員１名）では、年間監査計画に基

づき、当社の業務全般の監査を実施することで、コンプライアンス、リスクマネジメン
ト、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査している。不適切事
項に対しては、業務改善を勧告するとともに改善報告書を求め、社長に報告している。
また、内部監査室は監査等委員会、ガバナンス委員会及び会計監査人と随時情報交換を

しており、相互に連携することで監査の実効性を高めるよう取り組んでいる。
⑥ 会計監査人

当社は、監査法人アリアと監査契約を締結し、会計監査を受けている。なお、2023年
４月期において業務を執行した公認会計士は、茂木秀俊氏、吉澤将弘氏の２名であり、当
該会計監査業務に係る補助者は３名である。

上記の他に顧問契約を締結している顧問弁護士よりコーポレートガバナンス体制に関して
助言を適宜受けている。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額及び数量は、表示単位未満の端数を切り捨てております。比率（２．株式の状

況 (4) 大株主の持株比率を除く）については、表示単位未満の端数がある場合には、これを四捨五入し
ております。
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連結貸借対照表
（2023年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
販 売 用 不 動 産
製 品
仕 掛 品
材 料 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 消 費 税 等
営 業 投 資 有 価 証 券
貸 倒 引 当 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計 額
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

8,433,099
2,003,275
156,444

2,344,890
894,845
793,794
59,929

108,624
174,260
105,192
15,972

1,782,095
△9,413
3,187

1,869,685
1,186,714

81,446
727,578
24,576

683,673
6,952

△337,513
179,608
18,812

160,795
503,363
69,950
11,139

158,633
73,329

190,310

流 動 負 債
買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
完成工事補償引当金

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

3,410,178
641,741
599,790

1,297,510
107,897
94,050
34,048
81,208

377,772
53,519
56,600
9,000

57,039
2,141,112
300,000

1,541,585
528

11,846
287,152

負 債 合 計 5,551,290
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
新 株 予 約 権

4,751,285
980,201
950,188

2,995,880
△174,983

208
純 資 産 合 計 4,751,494

資 産 合 計 10,302,784 負 債 純 資 産 合 計 10,302,784
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連結損益計算書
（2022

2023
年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,853,977
売 上 原 価 6,666,326
売 上 総 利 益 2,187,651

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,656,898
営 業 利 益 530,752

営 業 外 収 益
受 取 利 息 150
受 取 損 害 賠 償 金 11,682
受 取 保 険 金 11,425
助 成 金 収 入 3,642
そ の 他 7,430 34,330

営 業 外 費 用
支 払 利 息 36,437
社 債 利 息 1,966
支 払 手 数 料 5,614
為 替 差 損 282
そ の 他 5,495 49,796
経 常 利 益 515,286

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 396 396

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 219
投 資 有 価 証 券 売 却 損 14,699 14,919
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 500,763
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 147,243
法 人 税 等 調 整 額 34,178 181,421
当 期 純 利 益 319,342
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 4,268
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 323,610
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連結株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 979,911 949,898 2,713,018 △174,983 4,467,843

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 290 290 580

剰余金の配当 △40,748 △40,748
親会社株主に帰属
する当期純利益 323,610 323,610
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当期変動額合計 290 290 282,862 － 283,442

当 期 末 残 高 980,201 950,188 2,995,880 △174,983 4,751,285

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当 期 首 残 高 85 4,268 4,472,196

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 580

剰余金の配当 △40,748
親会社株主に帰属
する当期純利益 323,610
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 123 △4,268 △4,144

当期変動額合計 123 △4,268 279,297

当 期 末 残 高 208 － 4,751,494
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ５社
連結子会社の名称 合同会社フィットクリーン発電１号

合同会社フィットクリーン発電２号
合同会社フィットクリーン発電５号
株式会社Ｆａｎｔａ
株式会社Plus one percent

2022年8月より、株式会社ＦＪキャピタルは、株式会社Ｆａｎｔａに社名変更しております。

主要な非連結子会社名 該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数 １社
持分法を適用した関連会社の名称 ソーシャルファイナンス株式会社

持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
・その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
・棚卸資産

販売用不動産、製品、仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定)

材料貯蔵品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定)
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(5) 固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を
採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年～22年
構築物 10年～20年
機械及び装置 ８年～20年
車両運搬具 ２年～６年
工具、器具及び備品 ３年～20年

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

(6) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売掛金・完成工事未収入金・貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

② 完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産等販売高・完成
工事高に対する将来の補償見込額を過去の補償割合に基づいて計上し
ております。

③ 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負
担額を計上しております。

④ 役員賞与引当金 取締役に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負
担額を計上しております。

(7) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの報告セグメントは、当連結会計年度より、従来の「クリーンエネルギー事業」「スマート

ホーム事業」「ストック事業」の３セグメントから「脱炭素デキルくん事業」の単一セグメントに変更して
おりますが、顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 産業と社会の脱炭素事業及び住まいの脱炭素事業

産業と社会の脱炭素事業及び住まいの脱炭素事業においては、太陽光発電施設及び戸建住宅の引き渡し
により履行義務が充足されることから、引渡時点で収益認識を行っております。
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② アセット管理事業
アセット管理事業においては、太陽光発電施設や賃貸不動産の管理受託のサービスまたは役務提供の完

了により履行義務が充足されることから、サービスまたは役務提供の完了時点で収益を認識しておりま
す。

(8) その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 投資事業組合等の会計処理

当社グループは投資事業組合等への出資金を「営業投資有価証券」として「流動資産」に表示しており
ます。投資事業組合等への出資時に営業投資有価証券を計上し、投資事業組合等から分配された損益につ
いては売上高に計上しております。また、投資事業組合等からの出資金の払戻については、営業投資有価
証券を減額しております。

② のれんの償却方法及び償却期間
６年間の均等償却を行っております。

２．会計上の見積りに関する注記
（販売用不動産、製品、仕掛品）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
販売用不動産 2,344,890千円
製品 894,845千円
仕掛品 793,794千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

棚卸資産を構成する建売住宅及び宅地、太陽光発電施設用地等の販売用不動産、販売用の太陽光発電
施設である製品、これらに係る仕掛品について、正味売却価額で測定し、帳簿価額との差額を棚卸資産
の評価損として認識しております。

② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
販売用不動産及び製品、仕掛品、これら棚卸資産の正味売却価額の算定は、将来の販売予定価格や近

隣相場、資材価格の動向等を考慮し、慎重に検討しております。ただし、会計上の見積りに用いた仮定
は、政策の変更、不動産市況の変動、資材価格の高騰等の不確実性を有しており、今後、正味売却価額
が帳簿価額を下回った場合、簿価の切下げが必要となる可能性があります。
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（のれん）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
のれん 160,795千円

（注）のれんは、株式会社Plus one percentに関するものであります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
のれんの価額は、事業計画等により算定した将来キャッシュ・フローを、現在価値に割り引くこと等

により評価した企業価値に基づく取得価額から、企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の純
額を控除して算定しております。

② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
取得時に見込んだ事業計画に基づく営業利益及び営業キャッシュ・フロー等の達成状況等を検討し、

減損の兆候を把握しており、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿
価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市

場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や過程に変更が生じ減少した場合、翌連結会計年
度において減損処理が必要となる可能性があります。

（営業投資有価証券、投資有価証券、出資金）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
営業投資有価証券 1,782,095千円
投資有価証券 69,950千円
出資金 11,139千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

営業投資有価証券及び投資有価証券並びに出資金については、投資金額、または出資金額が毀損して
いないか見積り判定を行っており、投資先、または出資先の経営成績や財務状況等に著しい価値の下落
が認識された場合には、帳簿価額を回収可能と測定した価額まで減額し、当該減少額を評価損として処
理することとしております。

② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
営業投資有価証券及び投資有価証券並びに出資金について、当連結会計年度末において、適切な見積

りに基づき評価していると考えておりますが、急激な市況や経済情勢等の変化が発生した場合には、翌
連結会計年度において投資有価証券、または、出資金の評価損の計上が発生する可能性があります。
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（繰延税金資産）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
繰延税金資産 73,329千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異に関して将来課税所得に対して利用できる可能性を
考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される将来加算一時差異の解
消、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。将来の課税所得の見積り
は、当社グループの経営者により承認された事業計画に基づき算定され、経営者の主観的な判断や仮定
を前提としております。

② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当連結会計年度末における繰延税金資産の認識は、当社グループの経営者による主観的な判断や仮定

を前提として、適切に評価していると考えておりますが、当社グループの状況の変化や将来の税法の改
正等により、上記の繰延税金資産の回収可能性の評価の結果に変更が生じて、繰延税金資産や繰延税金
負債の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（完成工事補償引当金）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
完成工事補償引当金 57,039千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産販売高・完成工事高に対する過去の補償割合に
基づき算定した、将来の補償見込額及び当連結会計年度末において損失の発生が見込まれ、かつ、金額
を合理的に見積ることが可能なものについて、将来の損失見込額を完成工事補償引当金として計上して
おります。

② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
完成工事補償引当金の算定に用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は合理的であり、完

成工事に係る瑕疵担保の費用及び当連結会計年度末において見込まれる、将来の損失に備えるための十
分な額が計上されていると判断しております。ただし、会計上の見積りに用いた仮定は過去の補償実績
や工事件数・工事単価を基礎とした数値に基づいていること等の不確実性を有しており、今後の点検結
果等により、完成工事補償引当金を増額または減額する可能性があります。
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３．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産（帳簿価額）

売掛金 5,005千円
製品 109,336 〃
建物及び構築物 14,134 〃
機械装置及び運搬具 210,495 〃
土地 18,514 〃

計 357,486千円
上記のほか、南国市植田太陽光発電所並びに板野大坂太陽光発電所より将来発生する売電収入債権を

担保に供しております。
② 担保に係る債務（帳簿価額）

１年内返済予定の長期借入金 31,636千円
長期借入金 311,251 〃

計 342,887千円

（追加情報）
（資産の保有目的の変更）
当連結会計年度において、「販売用不動産」に計上されていた53,671千円を保有目的の変更により、有形

固定資産の「土地」へ、「製品」に計上されていた35,905千円を保有目的の変更により有形固定資産の「機
械装置及び運搬具」へそれぞれ振替えております。また、当連結会計年度において有形固定資産の「土地」
に計上されていた137,563千円及び「建物及び構築物」に計上されていた79,066千円を保有目的の変更に
より、流動資産の「販売用不動産」に振替えております。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,284,200株
（2）当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 208,370株
（3）剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の
総 額

１ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2022年７月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 40,748千円 10円 2022年４月30日 2022年７月29日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
決 議
（予 定） 株式の種類 配当の原資 配 当 金 の

総 額
１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2023年７月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 48,909千円 12円 2023年４月30日 2023年７月28日

（4）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
普通株式 214,100株
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５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資

金を調達しております。借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主として業務上
の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先）の財務状況等を把握し、取引先と
の関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金の資金使途は運転資金及び設備投

資資金であり、変動金利による借入金は金利変動リスクに晒されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは与信管理規程に従い、営業債権について経営管理統括部が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回
収懸念の早期把握や低減を図っております。
なお、住まいの脱炭素事業の取引は現金決済をもって完了するため、原則として営業債権である受取
手形、売掛金、完成工事未収入金等は発生しません。

市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利動向を随時把握し、固
定金利で調達する等適切に管理しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新することで、
流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等は、次表に含まれておりません（(注)1を参照ください。）。
連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額（※1） 時 価 （※1） 差 額

長期借入金(※2) 2,141,375千円 2,135,358千円 △6,017千円
（※1） 現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金及び短期借入金については、現金であること及び短期間で

決済されるため時価が帳簿に近似するものであることから、記載を省略しております。
（※2） １年内返済予定の長期借入金を含めております。

（注） 1．市場価格のない株式等
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

営業投資有価証券 1,782,095
投資有価証券 69,950
出資金 11,139

2．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 2,003,275千円 －千円 －千円 －千円
売掛金 156,444 － － －

3．長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金(※) 599,790千円 515,159千円 317,647千円 261,710千円 117,453千円 329,613千円
社債 － 100,000 － 200,000 － －

（※）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

1．時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

2．時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2023年４月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 2,135,358 － 2,135,358

負債計 － 2,135,358 － 2,135,358
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な要因は、棚卸資産評価損、完成工事補償引当金、賞与引当金であり、繰延税金負

債の発生の主な要因は、資産除去債務に対応する除去費用であります。
なお、繰延税金資産については、評価性引当金控除後の金額を計上しており、また、連結貸借対照表上の金

額は繰延税金負債と相殺した純額で表示しております。
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７．リースにより使用する固定資産に関する注記
連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リ

ース契約により使用しております。

８．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、徳島県及びその他の地域において、太陽光発電施設用地を賃貸しております。
（2）賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 決算日における時価

585,684 1,069,610
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減損損失累計額を控除した金額であります。

２．時価の算定方法
主として「固定資産税評価額」等に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを

含む。）であります。1年以内に取得したものについては、取得価額を時価とみなし算定しております。

９．収益認識に関する注記
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2022年５月１日 至 2023年４月30日）
(単位：千円)

報告セグメント

脱炭素デキルくん事業

不動産及び設備 7,483,993

その他 1,369,984

顧客との契約から生じる収益 8,853,977

その他の収益 －

外部顧客への売上高 8,853,977

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結注記表 １．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 (7) 重要な収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
(1) 契約負債の残高等

契約負債は、主に請負契約及び不動産売買契約等における顧客からの前受金であります。
契約負債の残高は、377百万円であります。
なお、当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、365百万円であり

ます。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に

係る開示を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はございません。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,165円72銭
（2）１株当たり当期純利益 79円40銭

11．重要な後発事象に関する注記
（株式の取得による企業結合）
当社は、2023年４月26日開催の取締役会において、株式会社ビットスタイルリノベーションの全株式を取

得、完全子会社化することを決議し、2023年５月８日付で株式譲渡契約を締結致しました。当契約に基づき、
2023年５月12日付で当該株式の取得を完了しております。
１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称：株式会社ビットスタイルリノベーション
事業の内容 ：省エネ・再エネ商材の卸売・販売事業

太陽光発電施設の開発・管理事業
（２）企業結合を行った主な理由

株式会社ビットスタイルリノベーションは、当社の顧客層の薄い東海地方を中心に既存顧客や協力業
者等安定的な事業基盤を擁し、太陽光発電関連資材の販売や太陽光発電施設の開発等を行っておりま
す。当社事業との親和性も高いことから、子会社化することで相互に部材調達や販売網の共有等によ
り、迅速かつ効率的な事業運営を行うことで、当社の事業規模拡大と企業価値の向上に寄与するものと
考えております。
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（３）株式取得の相手会社の名称
株式会社エム・アイ・イー総研

（４）企業結合日
2023年５月12日

（５）企業結合の法的形式
株式取得

（６）結合後企業の名称
名称に変更はありません。

（７）取得した議決権比率
取得前の所有株式数： ０株、議決権比率０％
取得後の所有株式数： 800株、議決権比率100％

（８）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 40百万円
取得原価 40百万円

３．主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

12．記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。
比率については、表示桁未満の端数がある場合にはこれを四捨五入しております。
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貸 借 対 照 表
（2023年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
販 売 用 不 動 産
製 品
仕 掛 品
材 料 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
貸 倒 引 当 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計 額
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

5,766,646
1,532,890
147,123

2,235,324
785,509
649,329
59,929

108,624
162,994
91,122
△9,413
3,209

3,817,720
754,242
52,467
5,226

29,683
30,430
23,661

658,646
6,952

△52,825
18,812
18,812

3,044,665
69,950

434,600
10,109

1,860,000
99,680
74,897

495,427

流 動 負 債
買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
完成工事補償引当金

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

3,255,346
638,309
533,723

1,297,510
101,344
90,608
4,866

61,874
355,942
52,276
52,850
9,000

57,039
1,667,955
300,000

1,062,332
293

305,330
負 債 合 計 4,923,301

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
新 株 予 約 権

4,660,856
980,201
950,188
950,188
2,905,451
2,905,451
2,905,451
△174,983

208
純 資 産 合 計 4,661,064

資 産 合 計 9,584,366 負 債 純 資 産 合 計 9,584,366
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損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 7,589,277
売 上 原 価 5,786,777
売 上 総 利 益 1,802,499

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,507,238
営 業 利 益 295,260

営 業 外 収 益
受 取 利 息 40,751
受 取 損 害 賠 償 金 11,682
受 取 保 険 金 2,289
助 成 金 収 入 1,142
そ の 他 4,763 60,628

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28,968
社 債 利 息 1,966
支 払 手 数 料 3,354
そ の 他 5,495 39,784
経 常 利 益 316,105

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 396 396

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 219
投 資 有 価 証 券 売 却 損 14,699 14,919
税 引 前 当 期 純 利 益 301,582
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 57,204
法 人 税 等 調 整 額 24,448 81,653
当 期 純 利 益 219,928
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 979,911 949,898 949,898 2,726,270 2,726,270

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 290 290 290

剰 余 金 の 配 当 △40,748 △40,748

当 期 純 利 益 219,928 219,928
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 290 290 290 179,180 179,180

当 期 末 残 高 980,201 950,188 950,188 2,905,451 2,905,451

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △174,983 4,481,096 85 4,481,181

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 580 580

剰 余 金 の 配 当 △40,748 △40,748

当 期 純 利 益 219,928 219,928
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 123 123

当期変動額合計 － 179,760 123 179,883

当 期 末 残 高 △174,983 4,660,856 208 4,661,064
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直
入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産
・販売用不動産、製品、仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法により算定）
・材料貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8 年 ～22年
構築物 10年 ～20年
機械及び装置 19年 ～20年
車両運搬具 ２ 年 ～ ６ 年
工具、器具及び備品 ３ 年 ～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売掛金・完成工事未収入金・貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

② 完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産等販売高・完成
工事高に対する将来の補償見込額を過去の補償割合に基づいて計上し
ております。

③ 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負
担額を計上しております。

④ 役員賞与引当金 取締役に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負
担額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社の報告セグメントは、当事業年度より、従来の「クリーンエネルギー事業」「スマートホーム事業」

「ストック事業」の３セグメントから「脱炭素デキルくん事業」の単一セグメントに変更しておりますが、
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 産業と社会の脱炭素事業及び住まいの脱炭素事業

産業と社会の脱炭素事業及び住まいの脱炭素事業においては、太陽光発電施設及び戸建住宅の引き渡し
により履行義務が充足されることから、引渡時点で収益認識を行っております。

② アセット管理事業
アセット管理事業においては、太陽光発電施設や賃貸不動産の管理受託のサービスまたは役務提供の完

了により履行義務が充足されることから、サービスまたは役務提供の完了時点で収益を認識しておりま
す。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
・株式交付費 支出時に全額費用処理しております。
・社債発行費 支出時に全額費用処理しております。
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２．会計上の見積りに関する注記
（販売用不動産、製品、仕掛品）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
販売用不動産 2,235,324千円
製品 785,509千円
仕掛品 649,329千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記 （販売用不動産、製品、仕掛品）」の内容と同一でありま

す。

（投資有価証券、関係会社株式、出資金）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
投資有価証券 69,950千円
関係会社株式 434,600千円
出資金 10,109千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

投資有価証券や関係会社株式、出資金については、投資金額、または、出資金額が毀損していないか
見積り判定を行っており、投資先、または、出資先の経営成績や財務状況等に著しい価値の下落が認識
された場合には、帳簿価額を回収可能と測定した価額まで減額し、当該減少額を評価損として処理す
る、または、回収可能と測定した価額まで投資損失引当金を繰り入れることとしております。

② 重要な会計上の見積りが翌事業年度の計算書類に与える影響
投資有価証券及び関係会社株式、出資金について、当事業年度末において、適切な見積りに基づき評

価していると考えておりますが、急激な市況や経済情勢等の変化が発生した場合には、翌事業年度にお
いて投資有価証券及び関係会社株式、または、出資金の評価損の計上、または、投資損失引当金の追加
計上が発生する可能性があります。

（繰延税金資産）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
繰延税金資産 74,897千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記 （繰延税金資産）」の内容と同一であります。
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（完成工事補償引当金）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
完成工事補償引当金 57,039千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記 （完成工事補償引当金）」の内容と同一であります。

３．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権または金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりでありま

す。
関係会社に対する短期金銭債権 3,406千円
関係会社に対する長期金銭債権 2,167,825千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引（収入分） 31,928千円
営業取引（支出分） －千円
営業取引以外の取引（収入分） 40,628千円
営業取引以外の取引（支出分） －千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 208,370株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な要因は、棚卸資産評価損、完成工事補償引当金、賞与引当金であり、繰延税金負

債の発生の主な要因は、資産除去債務に対応する除去費用であります。
なお、繰延税金資産については、評価性引当金控除後の金額を計上しており、また、貸借対照表上の金額は

繰延税金負債と相殺した純額で表示しております。
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７．関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

種類 氏名または
会社等の名称 所在地

資本金
または
出資金
（千円）

事業
の
内容

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事
者との
関係

取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末
残高

（千円）

子会社
合同会社フィ
ットクリーン
発電１号

徳島県
板野郡
松茂町

1,000
太陽光
発電施設
運営等

100.0％
太陽光
発電施設
の譲渡等

太陽光発電
施設及び太
陽光発電施
設用地に係
る地上権の

譲渡

－

未収入金 3,036

長期
未収入金 49,588

太陽光発電
施設の管理
受託等
（注１）

1,178 － －

子会社
合同会社フィ
ットクリーン
発電２号

徳島県
板野郡
松茂町

1,000
太陽光
発電施設
運営等

100.0％
太陽光
発電施設
の譲渡等

太陽光発電
施設の譲渡 － 長期

未収入金 80,027

太陽光発電
施設用地の
賃貸等
（注１）

750 － －

子会社
合同会社フィ
ットクリーン
発電５号

徳島県
板野郡
松茂町

1,000
太陽光
発電施設
運営等

100.0％
太陽光
発電施設
の譲渡等

太陽光発電
施設の譲渡
（注１）

162,208 長期
未収入金 177,828

子会社 株式会社
Fanta

東京都
港区 10,000 不動産投

資事業 51.0％
資金の
貸付
役員の
兼務

貸付利息
（注２） 40,628 － －

資金の
貸付 150,000

関係会社
長期
貸付金

1,860,000

子会社 株式会社Plus
one percent

東京都
杉並区 20,000

太陽光
発電施設
の開発・
販売

100.0％
経営管理
役員の
兼務

経営
指導料
（注３）

30,000 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）太陽光発電施設の管理業務の受託等の対価、太陽光発電施設用地の賃貸等、太陽光発電施設の譲渡等に

ついては、双方協議のうえ合理的に決定しております。
（注２）資金の貸付については、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。
（注３）経営指導料については、業務の内容を勘案して決定しております。

（2）役員及び個人主要株主等
主要株主（個人）及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む）と

㈱フィットとの間に重要な取引がないため、記載を省略しております。
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８．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,143円54銭
（2）１株当たり当期純利益 53円96銭

10．記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。
比率については、表示桁未満の端数がある場合にはこれを四捨五入しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年６月26日
株式会社フィット
取締役会 御中

監査法人アリア
東京都港区
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 茂 木 秀 俊
業務執行社員 公認会計士 吉 澤 将 弘

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社フィットの2022年５月

１日から2023年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社フィット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年６月26日
株式会社フィット
取締役会 御中

監査法人アリア
東京都港区
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 茂 木 秀 俊
業務執行社員 公認会計士 吉 澤 将 弘

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フィットの2022

年５月１日から2023年４月30日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年５月１日から2023年４月30日までの第15期事業年度におけ
る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報
告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する

取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しま
した。

（1）監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携
のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査しました。

（2）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査
報告書の作成時点において開示すべき重要な不備は認識していない旨の報告を取締役
及び監査法人アリアから受けております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年６月27日
株式会社フィット 監査等委員会

監 査 等 委 員 三 谷 恭 也 ㊞
監 査 等 委 員 山 田 善 則 ㊞
監 査 等 委 員 飯 田 花 織 ㊞

（注）監査等委員三谷恭也、山田善則、飯田花織は、会社法第２条第15号及び第331条第
６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株式会社フィット

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会 場 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地１ 電話 088-665-1500

交 通 ＜公共交通機関でお越しの場合＞
【徳島阿波おどり空港から】
リムジンバス 「徳島阿波おどり空港」から「松茂体育館前」まで 約５分
下車 松茂体育館方面 徒歩５分
【関西方面から】
徳島とくとくターミナル松茂 下車 松茂体育館方面 徒歩20分
【徳島駅から】
路線バス「徳島駅前」から「免許センター口」まで 約40～50分
下車 松茂体育館方面 徒歩５分
バスのりば：ＪＲ徳島駅前乗降場
徳島バス ：16番のりば 鳴門公園行き又は小鳴門橋行き

＜お車でお越しの場合＞ 約30分
ＪＲ徳島駅の南側の元町交差点を東へ直進約１km（国道11号線方面へ）
徳島本町交差点を左折して国道11号線に入り、北へ直進約8.7km
空港線西口交差点右折して徳島空港線に入り、直進約1.2km
松茂体育館を過ぎてすぐ、左側にフィット看板あり
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